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管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
八
月
一
日
に
本
省
調
査
官
折
衝
を
行

い
ま
し
た
。 

職
場
は
、
多
く
の
欠
員
ポ
ス
ト
を
抱
え
、
更
に
は
「
超
過
勤

務
の
上
限
規
制
」
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

仕
事
の
や
り
方
や
ら
せ
方
に
見
直
す
べ
き
部
分
は
あ
り
ま
す

が
、
絶
対
的
に
不
足
す
る
職
員
を
増
員
す
る
こ
と
が
喫
緊
の

課
題
で
す
。
国
土
交
通
省
本
省
が
増
員
の
立
場
に
立
つ
よ
う

職
場
世
論
で
追
及
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

■
超
勤
の
数
字
が
減
っ

た
事
で
満
足
し
て
良
い
の

か
？
実
態
調
査
を
行
え
！ 

  

冒
頭
、
超
過
勤
務
上
限
規
制
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
本
省
の
認
識
を
問

う
た
と
こ
ろ
、「
イ
ン
ト
ラ
で
本
省
の

実
績
と
か
、
皆
で
情
報
を
共
有
し
て
、

よ
り
具
体
の
超
過
勤
務
縮
減
に
向
け

て
様
々
な
実
効
あ
る
取
組
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
」
と
の
回
答
を
し
て
い

ま
す
。
超
過
勤
務
時
間
の
数
字
の
減

少
を
持
っ
て
実
効
あ
る
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
き
た
と
し

て
い
ま
す
が
、「
超
過

勤
務
の
未
申
告
は
無

か
っ
た
の
か
」「
業
務

の
持
ち
帰
り
は
無
か

っ
た
の
か
」
迄
の
確

認
は
行
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。『
実
効
が
あ
っ
た
』
と
す
る
な

ら
、
「
未
申
告
の
実
態
は
無
い
」
「
持

ち
帰
り
の
実
態
は
無
い
」
と
言
い
切

れ
る
実
態
調
査
を
行
う
べ
き
で
す
。 

 

■
年
間
三
六
〇
時
間
の

上
限
超
え
。
本
省
の
責
任

で
考
え
方
を
早
急
に
示

せ
！ 

 

地
整･

事
務
所
段
階
で
は
、
「
年
間

三
六
〇
時
間
の
上
限
を
超
え
て
以
降

の
超
過
勤
務
が
ど
う
整
理
さ
れ
る
の

か
？
」
大
き
な
疑
問
が
湧
き
上
が
っ

て
い
ま
す
。
近
畿
地
整
で
は
、「
全
て

が
特
例
業
務
で
の
申
請
が
必
要
」
と

「
そ
れ
ま
で
の
特
例
業
務
が
一
般
超

勤
を
押
し
出
し
て
お
り
、
一
般
勤
務

を
『
特
例
超
勤
』
と
し
て
申
請
で
き

る
」
と
の
二
つ
の
考
え
方
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
折
衝
で
は
こ
う
し
た
実

態
を
説
明
す
る
の
で
す
が
、「
特
例
業

務
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
四
五
時
間

以
内
に
収
め
て
、
頑
張
っ
て
行
き
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
。
」
と
限
ら
れ
た

僅
か
な
職
場
の
事
例
と
し
て
し
か
捉

え
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
管
理
職
ユ
ニ

オ
ン
は
年
間
三
六
〇
時
間
以
上
の
超

過
勤
務
は
少
な
か
ら
ず
発
生
す
る
事

を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
「
上

限
を
超
え
（
一
般
業
務
）
超
勤
を
命

じ
た
管
理
職
は
違
反
行
為
」
と
人
事

院
が
明
言
し
て
お
り
、「
曖
昧
な
対
応

指
針
で
は
処
分
者
を
産
む
！
次
回
折

衝
で
責
任
あ
る
回
答
を
行
え
」
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。 

 

■
職
場
実
態
の
認
識
一

致
を
拒
む
当
局
！ 

 

「
増
員
」
は
職
員
目
線
で

の
実
態
把
握
が
必
要
！ 

 

引
き
続
い
て
職
員
の
増
員
に
つ
い

て
も
追
及
し
て
い
ま
す
。
増
員
の
必

要
性
の
認
識
の
一
致
と
し
て
「
職
場

で
働
く
発
注
者
支
援
で
の
業
務
委
託

の
総
人
数
」
に
つ
い
て
確
認
を
求
め

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
局
は
「
委

託
さ
れ
た
業
務
を
ど
ん
な
形
で
行
っ

て
頂
く
の
か
は
、
委
託
を
受
け
た
民

間
企
業
の
判
断
」「
自
分
の
会
社
の
人

数
を
ど
の
期
間
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
人

数
を
充
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
色

ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
」
と
し
、
現
実

と
し
て
同
じ
事
務
所
の
別
室
で
働
い

て
い
る
実
態
を
見
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。 

 

職
場
は
職
員
が
減
ら
さ
れ
る
な
か

で
徐
々
に
委
託
労
働
者
が
増
加
し
て

い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
委
託
を
し
て

い
る
業
務
の
な
か
に
は
国
民
サ
ー
ビ

ス
上
、
職
員
が
判
断
し
実
施
す
べ
き

業
務
も
含
ま
れ
て
お
り
、
増
員
の
必

要
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
大
き
な
材
料

と
考
え
ま
す
。
こ
う
し
た
後
ろ
向
き

の
姿
勢
は
我
々
職
員
へ
の
裏
切
り
で

あ
り
、
引
き
続
き
職
員
目
線
で
の
認

識
の
一
致
を
追
及
し
て
い
き
ま
す
。 

  

折
衝
で
は
、
職
場
に
展
望
が
持
て

ず
自
治
体
へ
転
職
す
る
若
手
職
員
の

増
加
の
実
態
や
、
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス

が
本
来
業
務
の
し
わ
寄
せ
覚
悟
で
い

っ
て
い
る
こ
と
「
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス

の
法
制
化
」
が
職
場
で
は
増
員
に
繫

が
る
と
の
期
待
が
あ
る
こ
と
等
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。 

      

 最近、台風は決まって週末に来る。 
管理職の方も事務所に出勤し、災害対応を行う事となるが、半

日や一日を超えれば「振替」対応をするのがほとんどだと思う。 
原則「振替」は、事前に手続きが行われていなくてはならない。

気象予測も精度が上がったとは言え、体制に入る前に手続きす

るのは実態として余裕が無い。それなら「管理職特別勤務手当

の支給を！」とも思うが、６時間以上働いて超勤４時間相当な

ら「振替」がお得かと思ってしまう。更によく考えると、こん

なに忙しくて、年休も使い切れないのに「振替」で休めるだろ

うか？と更に迷ってしまう。 
やはり、変な邪心も持たず国民生活を守るため、災害対応を行

うには、制度の改善が不可欠です。改善すべき事を、声を上げ

て当局に伝えましょう！ 管理職ユニオンは皆さんの思いを当

局に伝えるお手伝いをします。（Ｒ） 
 

 人事院と話す機会があっ

て、超過勤務の上限規制の

話をしても、議論がかみ合い

ません。 

 根本的には、国土交通省

の職場が、人事院が想定し

ていない職場環境にあるか

らです。本当に議論すべき

は超勤命令の分類やテクニ

ックでは無く、如何に業務量

に見合った職場とするか、す

なわち「増員」の議論が重要

です。 
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シリーズ第３回 ３.処遇改善のためのユニオンの提案

国民の期待に応える組織体制の充実と共に管理職員の処遇改善を目指して

各地整の事務所７級副所長の実態

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級
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機関の長

(困)
地方出先
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課長(困)
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行(一)級別標準職務表(抜粋)

整 備
局 名

７級在
級者数

在籍事務所名
事 務
技 術

特記事項

岩手河川国道 事 務 整備局№２の事務所・局課長からの異動
仙台河川国道 事 務 整備局№１の事務所・局課長からの異動

北 陸 1 富山河川国道 事 務 整備局最大の事務所・局課長からの異動
東京国道 事 務 本局契約課長から異動(H30.4.1)
横浜国道 事 務 本局建設産業第二課長から異動(H30.4.1)
大宮国道 事 務 本局路政課長→東京国道副所長→現職(H30.4.1)
千葉国道 事 務 本局総務課長から異動(H30.4.1)
利根川上流河川 事 務 本局用地補償管理官から異動(H30.4.1)
京浜河川 事 務 本局厚生課長から異動(H30.4.1)
江戸川河川 事 務 本局水政課長から異動(H30.4.1)
木曽川河川 事 務 他事務所の副所長から
名四国道 事 務 他事務所の副所長から

近 畿 1 淀川河川 事 務 局調査官(渉外)から
中 国 1 山口河川国道 事 務 １県１事務所の道路・河川混合事務所
四 国 1 徳島河川国道 事 務 四国最大の事務所・局課長から異動

熊本河川国道 事 務
筑後川河川 事 務

合計 17

東 北 2

関 東

中 部

九 州

7

2

2

役職名 「組織規則」の記載内容

総括地域防災調整官
　河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務
のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災
調整官のつかさどる事務を統括する。

地域防災調整官
　河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務
のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

総括保全対策官

　河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園
を除く)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関す
る事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統
括する。

保全対策官
　河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園
を除く)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関す
る事務をつかさどる。

国土交通省　指定職号俸(建設関係) (H31.3.28人事院の級別定数等に関する内閣総理大臣への意見より)

８号俸 ７号俸 ６号俸 ５号俸 ４号俸 ３号俸 ２号俸 １号俸

技監
国交審議官

事務次官

本省局次長
本省部長
本省審議官等
国交大副校長
国総研副所長
地方整備局長
地方整備局副局長

国土地理院参事官

本省審議官
国交大校長
国総研所長
地方整備局長

本省局長
政策統括官
国土地理院長

官房長
本省課長

定数 11級 10級 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
671

指定職俸給 2
院長 1
参事官 1
行政職俸給 648 - 4 6 19 54 94 219 187 64 1
部長 7 4 3
課長 40 11 29
課長補佐 68 35 33
係長 168 74 94
主任 59 8 51
地方測量部 10 1 6 3
地方測量部 7 7
同課長 19 2 17
同係長 41 6 35
専門職 215 2 2 13 42 106 50
一般職員 14 13 1
研究職俸給表 18 - 5 6 4 3 -
部長等研究 15 5 6 4
研究員 3 3
専門スタッフ職俸給表
専門職 3 - 2 1 -

本
院

備考:指定職俸給表の適用を受ける｢参事官」である職員の数が当該職名について掲げられ
ている数に満たない場合は、その数に満たない数と同数の級別定数が当該職名で行政職俸
給表(一)の１０級に設定されるものとする。

地
方
測
量
部

研
究
職

国土地理院級別定数分布　　２０１８年度

※国土交通省には11級定数は無い


